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衆
議
院
議
員
坂
上
富
男
君
提
出
建
設
業
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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昭
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一
年
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二
月
九
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議

長 
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郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
坂
上
富
男
君
提
出
建
設
業
法
改
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

建
設
業
の
長
期
的
な
発
展
を
確
保
す
る
た
め
当
面
講
ず
べ
き
施
策
と
し
て
、
次
の
四
点
に
つ
い
て
諮
問
を
行

つ
た
。 

① 

建
設
業
の
許
可
要
件
等
の
在
り
方 

② 

経
営
事
項
審
査
制
度
の
在
り
方 

③ 

共
同
企
業
体
等
の
在
り
方 

④ 

産
業
構
造
の
改
善
を
進
め
る
た
め
の
諸
方
策 

二
に
つ
い
て 

諮
問
事
項
の
う
ち
、｢

建
設
業
の
許
可
要
件
等
の
在
り
方｣
等
に
つ
い
て
は
本
年
十
二
月
を
目
途
に
、
そ
の
他 



の
事
項
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
三
年
ご
ろ
ま
で
を
目
途
に
、
順
次
答
申
を
得
て
い
く
予
定
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




